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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要約
　平成18年12月1買現在、全国の児童相談所で家族再統合援助を行っている事例について質問紙調査を行った。その結

果、55児童相談所よりB6事例の回答があった。これらの事例について、家族再統合援助の進行状況について統計解析

を行い、親の特徴別（「精神障害群」、「人格障害群」、「知的障害群」、「被虐待群」、「左記特徴に該当なし群（以下、「該当

なし群」）」）に家族再統合援助を促進する要因について把握を行った。その結果、特に「人格障害群」でいわゆるハード

アプローチである「職権保護」が有効に作用していること、また「該当なし群」では、親や家族、そして地域が協働して

問題解決を図る環境を作ることが家族再統合援助を促進する上で有効であることなど、新たな知見が得られた。
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Abstract : This paper is based on the questionnaires answered by 5 5 child guidance centers where implementing family 

reintegration services. As a result of the statistical analysis, the elements of efficiency, facilitatug the family 

reintegration required individual support under characteristic categories of the parents; such as exercising worker's 

authority toward personality disorder group worked efficiently. 
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1　研究の目的

　家族再統合に向けた援助の重要性が指摘される中、児

童相談所においても家族再統合援助にっいて試行錯誤が

重ねられているが、本研究は、児童相談所における家族

再統合援助が効果的に実施できるための基本的な課題整

理を行うとともに、児童相談所における援助枠組み、援

助の方法、必要な体制のあり方等にっいて提言を行うこ

とを目的としている。平成17年度には、児童相談所にお

ける家族再統合援助の実態把握を行い、加えて家族再統

合援助に関する概念整理、援助体系のモデル化を試みた。

平成18年度においても児童相談所における援助実態の

より詳細な把握を行うとともに、新たに保護者や子ども

の特性と援助効果との関係、援助が有効に機能するため

の要因等にっいて統計的な分析を行い、もって児童相談

所における援助体制のあり方や効果的な援助のあり方を

検討する上での一助とした。

五　研究方法

　本研究の主任研究者は、財団法人こども未来財団「平

成18年度児童関連サービス調査研究等事業」の一環と

して、「児童虐待防止制度改正後の運用実態の把握・課

題整理及び制度のあり方に関する調査研究」（以下、「運

用実態調査」という）を実施し、平成16年の児童虐待

防止制度改正後の児童相談所における改正法の施行状

況全般について実態を把握し、必要な政策提言を行った

が、本チーム研究では、このうち、家族再統合援助に関

するデータについて、より詳細な分析を行ったものであ

る。

　運用実態調査は、全国の児童相談所を対象に質問紙調

査を実施したが、質問紙は、一般事項や事例件数等を尋

ねる基本調査票と、該当事例を有する児童相談所に対し、

当該事例の内容等を尋ねる事例調査票で構成されてい

る。このうち、本調査研究では、事例調査票で把握した

児童や保護者の特性と援助内容との関係分析や援助に

有効に寄与しえる要因の抽出等、家族再統合援助のあり

方に資するための詳細な分析を行った。

　事例調査票で求めた事例は、平成18年12月1日現在、

虐待を理由に施設入所措置又は里親委託されている児

童で、児童相談所が家庭復帰を目的にr家族再統合援助

計画」を策定している事例で、「実際に援助を実施でき

ている、あるいはすでに実施済み事例」、「実施不可能で

ある事例、あるいは中断を余儀なくされた事例」それぞ

れ2事例を上限に任意選択の上、回答を求めたものであ

る。

　家族再統合援助に係る事例調査票の質間項臼は、（1）

「家族再統合方針を立てた時期」、（2）「保護者への虐待

告知」、（3〉r再統合方針決定時の親の虐待認識」、（4）「現

在の親の虐待認知」、（5）「計画策定にあたり参画した人

または機関」、（6）「援助計画の策定に基づく保護者援助

の実施状況」、（7〉「保護者援助の内容」、（8）「（7）の援

助内容を選択した理由」、（9）r援助が実施できない理由」、

（10）「家庭復帰の見通し」、（11）「家庭復帰に到るまで

に取り組んでおくべき課題・条件」、（12）rケースの属

性」の12項目である。

皿結果と考察

1．回答状況

　家族再統合援助計画を「策定している」と回答した児

童相談所は、回収数137ヶ所中66ヶ所であった。そのう

ち55ヶ所より136事例の回答があった。

2．集計結果と考察

（1）家族再統合の方針を決定した時期

　136件のうち、「初期介入時」10件（7．4％）、「一時保

護中」23件（16．9％）、r施設措置・里親委託時」31件

（22，8％）、r施設入所・里親委託後」68件（50．0％）、rそ

の他」2件（1，5％）、「不明」2件（L5％）であった（表

1）。すなわち、施設入所措置・里親委託時点までに家族

再統合の方針を立てたケースと、施設入所措置・里親委

託後に方針を立てたケースが二分される結果となった。

特に後者では、施設入所措置・里親委託を行う時点では、

未だ保護者の虐待の認知ができていなかったり、援助を

受ける動機づけが形成されていないなどの理由が考えら

れる。

（2）保護者への虐待告知を行った段階

　136件のうち、「初期介入時」84件（61，8％）、r一時保

護中」34件（25。0％）、「施設措置・里親委託時」3件（2，2％）、

ギ施設入所・里親委託後」8件（5，9％）、「その他」3件

（2．2％）、「不明」4件（2．9％）であった（表2）。家族

再統合方針を立てているケースの6割が初期介入時に虐

待告知を行っている。一時保護中（25．0％）を含めると、

86，8％が介入の早期段階で虐待告知を行っており、児童

相談所が介入する根拠を明示した上で、援助の枠組みづ

くりにつなげる姿勢がかなり徹底されている様子が伺え

る。

（3）家族再統合方針を立てた時期と虐待告知時期との

　　関連

　家族再統合方針の決定時期と虐待告知時期とのクロス

集計を行ったが、すべてのケースにっいて家族再統合方

針に先立って虐待告知が行われていた（表24）。家族再

統合援助の主目的は、虐待状況の改善にある。従って、

家族再統合の方針を立てる前に保護者の行為が虐待に当

ることを告知し、援助目標を共有化するのは当然のこと

であろう。
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（4）家族再統合の方針決定時の親の虐待認知の状況

　西澤は、保護者の虐待への認識には、ヂ行為そのものの

認識」「行為の結果の認識」「行為の心理的メカニズムの

認識」の3つの要素があるとしている（注1）。すなわ

ち、「行為そのものの認識」とは、噛分が子どもに対し

て間違ったことをした」という認識であり、「行為の結

果の認識」とは、r自らの虐待の結果、子どもがさまざ

まな心理的問題や行動上の問題を持っに至ったのだと

いう認識」であり、「行為の心理的メカニズムの認識」

とは、「子どもへの虐待行為の背景に存在する親自身の

心理的な要因について認識」することである。

　西澤のこの考え方に依拠して、家族再統合の方針決定

時における保護者の虐待認知状況を尋ねたが、136件の

うち、「行為があったことは認めていたが、それが虐待

であることは認めていなかった」58件（42．6％）、r行為

があったことを認め、それが虐待であることも認めてい

た」41件（30，1％）、「虐待の結果子どもにどのような影

響を及ぼしたかを理解していた」5件（3，7％）、「なぜ虐

待に至ってしまったのか、そのメカニズムまで理解して

いた」2件（1．5％）、「行為があったことも虐待にあたる

こともまだ認めていなかった」25件（18．4％）、「その他」

5件（3，7％）であった（表3）。4割の事例で虐待を認め

ており、8割前後の事例では、少なくとも行為は認めて

いた。

（5）現在の親の虐待認知の状況

　調査時点における親の虐待認知の状況では、136件の

うち、r行為があったことは認めているが、それが虐待

であることは認めていない」33件（24．3％）、r行為があ

ったことを認め、それが虐待であることも認めている」

47件（34。6％）、「虐待の結果子どもにどのような影響を

及ぼしたかを理解している」16件（1L8％）、rなぜ虐待

に至ってしまったのか、そのメカニズムまで理解してい

る」13件（9，6％）、「行為があったことも虐待にあたる

こともまだ認めていない」18件（13．2％）、「その他」8

件（5．9％）、「不明」1件（0．7％）であった（表4）。西

澤が指摘する「行為そのものの認識」「行為の結果の認

識」「行為の心理的メカニズムの認識」は、後者になる

ほど、より高位な認知と考えられ、この意味では、家族

再統合方針決定時より認知が進んでいるととらえるこ

とができる。

（6）家族再統合援助計画の策定に参画した人または機関

　複数回答で尋ねたが、「児童本人」15件（5．8％）、r虐

待者」64件（24．6％）、「虐待者以外の家族」34件（25．0％）、

ギ児童福祉施設職員」90件（34．6％）、f関係機関職員」

47件（18，1％）、「その他」10件（3，8％）であった（表

5）。援助が成立するには、援助する側とこれを受ける側

との間に合意、特に具体的な援助内容に関する合意が形

成される必要があり、この意味では援助計画に虐待者や

その家族が参画することは当然のことと考えられるが、

f虐待者」は64件（24．6％）、ヂ虐待者以外の家族」は

34件（25．0％）にとどまっている。援助計画の策定段階

において保護者の協力が得られないのか、児童相談所が

保護者の参画を提案していないのか、今回の調査では分

らないが、表3において過半数の保護者が自己の行為が

虐待であることを認めている現状を踏まえると、児童相

談所が保護者の参画を要請していないケースが多いの

ではないかとも考えられる。

（7）家族再統合援助計画に基づく保護者援助の実施状況

　136件のうち、rすでに実施済み」10件（7，4％）、r実

施中」94件（69，1％）、「中断中」12件（8．8％）、「今後

実施する予定」5件（3，7％）、f実施予定が立てられない・

実施予定なし」13件（9，6％）、「不明」2件（1，5％）で

あった（表6）。今回の調査では、家族再統合援助方針を

立てたケースについて、当該計画に基づいて保護者援助

を実施したケースを2事例まで、当該計画に基づいた保

護者援助が実施できなかったケースを2事例までそれぞ

れ求めたが、「すでに実施済み」「実施中」が会わせて104

件（76。5％）と4分の3以上を占めており、家族再統合

の方針は決めたものの、実施の目処が立っていないのは

1割に過ぎなかった。

（8）実施した（実施中・実施予定の）保護者援助の内容

　複数回答で尋ねたが、「MCG」0件（0％）、「C　S　P

（コモンセンス・ペアレンティング）」6件（4，4％）、r晦

Tree鐙件（0％）、「ペアレントトレーニング（精研方式）」

5件（3．7％）、「N・b・dyンsPerfect」0件（0％）、「家族再

接触プログラム」46件（33．8％）、「親子宿泊体験」20

件（14．7％）、「生活課題解決のためのソーシャルワーク」

31件（22，8％）、r定期的な面接指導・カウンセリング」

100件（73．5％）、「その他」18件（13．2％）であった（表

7）。

　家族再統合を図るには、生活課題解決のためのソーシ

ャルワークをはじめ、家族と子どもを徐々に接近させる

家族再接触プログラム、個別又はグループによるカウン

セリング、ペアレントトレーニングなどの治療的教育な

ど、多面的な援助が必要と考えられるが、今回の調査で

は「定期的な面接指導・カウンセリング」が群を抜いて

多く、他の援助プログラムの実施状況は低調であった。

従前より比較的一般に採り入れられて来た「家族再接触

プログラム」でさえ1／3に止まっている。

　表12において、家庭復帰に至るまでに取り組んでお

くべき課題・条件として、地域や関係機関、家族のサポ

ート体制など多様なものが挙げられているが、これらは

ヂ定期的な面接指導・カウンセリング」では対応しきれ

ないものである。

　「定期的な面接指導・カウンセリング」に集中してい

るのは、児童相談所が取り扱うケースは特に複雑なため
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個別対応せざるを得ないのか、児童相談所が他の援助プ

ログラムをもち得ていないのか、その原因をさらに追求

する必要がある。表9において、当該保護者援助の内容

を採用した理由として「児童相談所内にこの援助内容を

実施できる職員がいるから」が32件（23，5％）を占めて

いる事実と抱き合わせて考えると、他の援助プログラム

の実施状況が低調であるということは、これらを実施で

きる職員がいないことを意味するものとも考えられる。

ただ、ペアレントトレーニングが合わせて1割程度見ら

れるのは注目に値する。最近、ペアレントトレーニング

のワークショップに職員を派遣させる児童相談所が増え

ていることが実地調査で明らかになったが、このことは、

今後ペアレントトレーニングを実施する児童相談所が増

えていくことを示唆している。

　（9）定期的な面接指導・カウンセリングのおよその頻度

　表7で選択された「定期的な面接指導・カウンセリン

グ」100件のうち、98件について回答があり、「週1回」

5イ牛　（5．0％）、　「2週1こ1回」14イ牛　（14．0％）、　「月1回」

68件（68，0％）、「3ヶ月に1回」6件（6，0％）、「その

他」5件（5．0％）、「不明」2件（2．0％）であり、約9

割の事例で月1回以上の定期的な面接指導・カウンセリ

ングが行われていた（表8）。

いく必要があろう。

（12）家庭復帰の見通し

　136件のうち内訳は、「すでに家庭復帰を決定し、最終

調整の時期にある」23件（16，9％）、「間もなく家庭復帰

の決定を行える見通しである」15件（1L　O％）、「まだ取

り組み過程にあるが、ほぽ順調に進行している」35件

（25．9％）、「取り組み過程にあるが、現在あまり目立っ

た進展が見られない」32件（23，5％）、rまだ具体的な取

り組みには至っておらず、家庭復帰をイメージできる状

況にはない」25件（18，4％）、「不明」6件（4，4％）とな

っていた（表簾震）。「すでに家庭復帰を決定し、最終調整

の時期にある∬間もなく家庭復帰の決定を行える見通し

である戸まだ取り組み過程にあるが、ほぽ順調に進行し

ている」を合わせると、53．8％を占めている。表6にお

いて76。5％が援助計画に基づき保護者援助が実施され

ている事実と抱き合わせて考えると、援助が実施されて

いるケースについては多くが順調に推移していると言え

るだろう。なお、「まだ具体的な取り組みには至っておら

ず、家庭復帰をイメージできる状況にはない」ケースが

25件（18，4％）となっているが、この値は、表6の「中

断中」「実施予定が立てられない・実施予定なし」25件

（18．4％）と符合する。

　（10）表7の援助内容を選択（あるいは組み合わせ選択）

　　した理由

　複数回答で尋ねたが、「援助内容が保護者や親子が抱え

る課題解決に適しているから」92件（67．6％）、「児童相

談所内にこの援助内容を実施できる職員がいるから」32

件（23．5％）、「外部にこの援助内容を実施委託できる

人・機関があるから」16件（11．8％）、「保護者が希望し

た（している）から」22件（16．2％）、「児童相談所とし

て、再統合を臼指すケースにはこの援助の受講を条件と

しているから」23件（16．9％）、「その他」7件（5，三％）

であった（表9）。

　（11）表6で「実施予定が立てられない・実施予定なし」

　　と回答した理由

　複数回答で尋ねたが、「親の意識・意欲が乏しいため」

12件（92．3％）、「親の経済的理由から実施が困難である

ため」3件（23．1％）、「実施場所・時間・方法などの点

で親との合意に達しないため」4件（30．8％）、r協働す

る他機関との調整が困難なため」1件（7．7％）、「その他」

5件（38．5％）であった。r親の入院・拘留等により実施

が困難であるため」、「具体的な援助技法実施にあたって、

技術面で未整備のため」、「児童相談所の人員不足のため」、

「児童福祉施設が実施すべきであるが、条件が整わない

ため」は選択がなかった（表10）。

　保護者の経済的理由により援助が実施できない事例

が23％あるが、保護者の経済的負担の解消策を検討して

（13）家庭復帰に至るまでに取り組んでおくべき課題・

　　条件
　家庭復帰までに取り組んでおく課題として多いのが、

r関係機関のサポート体制の整備」73件（53．7％）、r家

族の理解・サポート体制の整備」57件（4L9％）、r地域

の理解・サポート体制の整備」57件（4L9％）であった

（表12）。家族のレベルから、関係機関・地域のレベル

まで、それぞれの層でのサポート体制の構築が必要とさ

れていた。

　次いで、「虐待者の虐待認知の形成」48件（35．3％）、

r虐待者の不安・こまり感の軽減」40件（29，4％）、r親

族の理解・サポート体制の整備」39件（28．7％）、r児童

相談所が用意した所定のプログラムを終了すること」38

件（27．9％）、「虐待者への治療的援助」37件（27，2％）、

「児童の間題行動等の改善・軽減」33件（24，3％）、「児

童自らの危険回避能力の獲得」32件（23，5％）、r親側の

引き取り意欲」25件（18．4％）、r児童の家庭復帰への希

望」16件（1L8％）などとなっており、子どもや親など

の当事者の意欲や能力が求められているといえる。

　全体的には、関係機関や地域、家族のサポート体制の

整備が多く挙げられている。このことは、保護者自身や

子どもへの援助もさることながら、保護者以外のサポー

ト体制の整備も不可欠な課題としてとらえられているこ

とを意味している。

（ま4）事例の属性

184



才村他：児童相談所における家族再統合援助の実施体制のあり方に関する研究

①初期介入時の年齢

　多様であるが、平均は7．0歳となっていた（表13）。

②現在の年齢

　平均は1L7歳となっていた（表14）。つまり、初期

　介入から平均4。7年経過していることになる。

③性別
　f男」69件（50．7％〉、「女」60件（49，1％）、f不明」

　7件（5．1％）となっていた（表15）。

④主たる虐待者

　多い順に、「実母」73件（53．7％）、「実父」40件

　（29．4％）、「養父・継父」10件（7．4％）、「養母・継

　母」5件（3．7％）となった（表16）。厚生労働省の

　統計（平成17年度社会福祉行政業務報告）によると、

　児童相談所が取り扱った虐待相談における主たる虐

　待者の比率は、「実母」61。1％、「実父」23．1％、「実

　父以外」6．1％、「実母以外」1，7％となっているが、

　これと比較して援助計画を策定した事例で割合が高

　かったのは「実父」「実母以外」であり、逆に低かっ

　たのは「実母」「実父以外」である。なお、調査の対

　象期間は本調査では平成18年度、社会福祉行政業務

　報告は平成17年度となっているが、社会福祉行政業

　務報における主たる虐待者内訳はこの数年、大きく

　変わっていない。

⑤虐待の種類（主たるものひとつ）

　　「身体的虐待」81件（59．6％）が最も多く、半数以

　上を占めていた（表匪7）。その他は、「ネグレクト」

　30件（22，1％）、「心理的虐待」17件（12。5％）、「性

　的虐待ユ4件（2．9％）、「不明」4件（2，9％〉の順で

　あった。厚生労働省の統計（平成17年度社会福祉行

　政業務報告）によると、児童相談所における虐待相

　談の虐待種別の内訳は、身体的虐待42．7％、ネグレ

　クト37，5％、心理的虐待16，8％、性的虐待3，1％と

　なっており、これと比較すると今回の調査では身体

　的虐待の比率が高く、ネグレクトの比率が低くなっ

　ている。このことは、ネグレクトケースにおける援

　助の困難性を意味していると考えられる。なお、調

　査の対象期問は本調査では平成18年度、社会福祉行

　政業務報告は平成玉7年度となっているが、社会福祉

　行政業務報における虐待種別内訳はこの数年、大き

　く変わっていない。

⑥虐待の程度

　　「重度（生命への危険あり）」23件（16．9％）、「中

　度（心身への何らかの加療を要す）」69件（50．7％）、

　「軽度（a・b以外）」36件（26．5％）、「不明」8件（5．9％）

　であり、中重度が8割近くを占めていた（表18）。

⑦児童に関する情報

　児童に関する情報（複数回答）では、「情緒的問題」

　40件（29．4％）、「行動上の問題」38件（27，9％）、

　「発達障害」15件（11．0％）、「知的障害」11件（8，1％）、

　「身体障害」4件（2．9％）、「慢性疾患」4件（2．9％）、

　「自閉性障害」2件（1．5％）となっており、「該当

　なし」は47件（34．6％）に過ぎなかった（表19）。

⑧虐待者に関する情報

　「人格障害」29件（21．3％）、「精神障害」23件（16．9％）、

　「被虐待歴」24件（17。6％）、「知的障害」6件（8，1％）

　となっており、「該当なし」は59件（43．4％）であ

　った（表20〉。

⑨立入調査・職権保護・児童福祉法第28条措置の有無

　強制介入の状況では、職権保護68件（50。0％）、28

　条措置34件（25，0）％、立入調査11件（8．1％）と

　なっていた（表21－23）。例えば、才村らが平成17

　年4月～11月を対象期間として行った調査では、同

　期間に受理した虐待件数は18，029件となっている

　が、同期問における職権保護件数は970件、立入調

　査件数は150件であり、それぞれ受理件数の5．4％、

　O．8％に過ぎない（注2）。今回の対象事例はこれら

　を大きく上回っている。このことは、強制介入が必

　ずしも家族再統合援助の方針を決定する上で妨げと

　なるものではないことを示唆しているのではないか

　と考えられる。

（15）虐待者の属性別にみた家族再統合援助の進行に作

　　用する要因

　虐待を行った親の属性（精神障害群、人格障害群、被

虐待経験群、以上のいずれにも該当しない群）毎に、家

族再統合援助の進行に作用する要因について解析を行っ

た。すなわち、事例調査票⑦「保護者援助の内容」およ

び⑪f家庭復帰までに取り組んでおくべき課題」の中で

回答された各項目（援助要素）にっいて、援助の進捗と

の関連において統計的に有意性が認められたものを親の

属性別に整理した。ただ、今回の調査で得た事例数は136

件と少なく、属性別に把握を試みるには十分とはいえず、

また、それぞれのケースについて個別性が高いためと考

えられるが、Pearsonのカイニ乗検定（両側）だけでは

傾向をっかむことが困難であった。このため、統計的な

検定に際して、期待値が十分確保できているものについ

てはPearsonのカイニ乗検定を使用し、逆に期待値が十

分確保できないものにっいてはFisherの正確有意確立

検定の片側検定を実施し、有意確立10％以下を有意と設

定した。統計には、SPSS15．OJを使用した。なお、各属

性（群）についての、該当・非該当の判断は、各児童相

談所の記載に従った。

①親の属性と子どもの属性

　虐待を行った親の属性（精神障害群、人格障害群、知

的障害群、被虐待群、以上の項目に該当しない群）と、

子どもの属性（発達障害、自閉性障害、身体障害、慢性

疾患、情緒的問題、行動上の問題、以上の項目に該当な

し）がどのような組み合わせになっているのかをカイニ

乗検定（Fisherの正確有意確立検定）で調べたところ、

表Aのようになった。
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　親の属性が人格障害群でない場合、子どもの特徴とし

てr情緒的問題」は少なかった。また、親の属性が被虐

待歴群の場合、子どもの「行動上の問題」の割合が高く

なっていた。親の特徴で該当なし群の場合、子どものr情

緒的問題」「行動上の問題」の割合は有意に低く、親の属

性が該当なし群の場合、子どもの特徴も「該当なし」の

割合が有意に高かった。このことは、同じ虐待を受けて

いても、「該当なし」の親に育てられている子どもは、他

の親に育てられている子どもよりダメージが少ないこと

を示唆している。

表A　親の属性と子どもの特徴の関連

親の特徴

精神障害 人格障害 知的障害 被虐待 該当なし

子どもの特徴

発達障害

自閉性障害

知的障害

身体障害

慢性疾患

情緒的問題 ＊ ＊

行動上の間題 o ＊

該当なし o

（・Pく0．1、＊Pく0．05、や＊＊く0．Ol、＊＊＊Pく0．001）

撰辮膏入

匿

蒙羅からの分離

i 　　　　　　　攣籏轟縫金方鎌の演鷲

《

一趨＞一一一一…一，一一一一一一……一一一一一一一

騒
　　　　　　　　　　　　　　翼旛箏驚が叢てられない／
　　傘後案施寧る予建
　　　　　　　　　　　　　　　　災、旛予驚．嫁》

一馨一一一一一一一一一彗
　　　　　　　　　　　を
嶋　　　　　　　　1
　　　　　翼癒　　　　葦　　　　辮麟撫
　　　　　　　　　　　；
　　　　　　　　　　　馨
一灘一一一一一一一一導
　　　　　　　　　　ヨ　き
欝　　　　　　　　鑓
　　　　　　　　　　き　さ　　　すでに糞施済み　　葦峯　　噸　薄畿合の万鯨
　　　　　　　　　　を　さ
　　　　　　　　　　i　l　　鴫優鐙鰺の欝麟
　　　　　　　　　　ほ

図A　家族再統合援助の実施状況についての区分
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②家族再統合援助の実施状況による検討

　家族再統合援助について、親の属性ごとに実施を促進

する要因を検討した。まず、援助の進捗段階を類型化し、

図Aのように整理した。ヂ家族再統合方針の決定」が行わ

れた段階を段階Aとし、実施に到らない「今後実施する

予定」「実施予定が立てられない」「実施予定なし」「中断

中」を段階Bと設定した。さらに、家族再統合援助がヂ実

施」に到った段階を段階C、そして既に「実施済み」の

段階を段階Dとした。

　そして、段階Aと段階Bの境界を区分①とし、段階B

とCの境界を区分②と設定した。同様に、段階CとDの

境界を区分③と設定した。従って、区分②を達成したか

どうかを調べることにより、家族再統合援助が実施にい

たる要件について検討でき、区分③を調べることにより、

家族再統合援助が実施済みとなる要件が検討できること

となる

　次に、親の属性が家族再統合援助に影響を及ぼすかど

うかを検討したところ、図Bのようになった。図では、

左から右へ、つまり段階①から段階③の方向へ援助が進

められており、記入されている数字は、今回の調査にお

いて、aからeまでの親の属性と図Aで示したB、C、

Dの各段階における分布を反映したものである。親の属

性に関わらず、区分②は達成できているものの、区分③

を達成するのは困難であることが分かる。

　なお、図中に示した矢印（↓）は、それぞれの区分に

おいて、親の属性が統計的に有意な傾向を持っ場合にっ

いて記入した。まず、親の属性がa．精神障害群、b．人

格障害群の場合、区分③を達成すること、すなわち援助

を終了させることが困難なことが分かる。

　さらにe．該当なし群の場合、区分②を達成しやすい、

すなわち援助の計画を実行に移し易いことが分かった。

このことは、該当なし群の場合、他の群に比べ、援助を

受けることの協力を取り付け易いことを物語っていると

言えよう。

　　　　　　①

翁．糖神鰭騰
　　　　　　鮮
　　　　　　藝

　　　　　　ii
捻人格陣轡　縷

　　　　　　ξ

　　　　　　旨

　　　　　　まc．頬的醸審　蔓

欝

122

29

②

灘

藷　繍　難

蜜磁：』1＿…
　　　　　　き
　　　　　　↓

25

　　　　　　肇
　　　　　　孝
　　　　　　垂
　　　　　　妻谷

　　　　　　　　　あ
　　　　　　　　　…

　　　　　　　　　釦
　　　　　　　　　彗
　　　　　　　　　華
　　　　　　　　　奪
　　　　　　　　　8
　　　　　　　　　蓼
　　　　　　　　　郭
　　　　　　　　　ヨー一．＿簾＿

　　　　　　葬
　　　　　　嚢
　　　　　　き
　　　　　　嚢

d．被塵待　1

　　　　　　套

魯．該嚢なし　　灘

　　　　　　譲

　　　　　　蔭
　　　　　　ミ
　　　　　　喜

「犠　騨馨8・

　　　一灘i灘、
　　　　襲　　嚢灘
　　　　　　翼 馨

3劇
4
　　　　　葦
　　　　　　璋
　　　　　葬
　　．．．一

図B　親の属性と区分②③の達成（↓の箇所で有意な差）

　次に、親の属性ごとに、区分②および区分③の達成を

促進する要因をカイニ乗検定（Fishierの正確有意確立

検定）で調査した結果をまとめたところ、表Bのように

なった。

　まず、区分②の達成、すなわち援助計画を実行に移す

ための有意な要因として、人格障害群では「家族再接触・

宿泊体験」、f定期的な面接・カウンセリング」が、被虐

待群では「虐待認知の形成」「親子再接触・宿泊体験」「定

期的な面接指導・カウンセリング」が、該当なし群では

「児童相談所以外の関係機関の参画」が挙げられた。

　次に、区分③の達成、すなわち援助を終了させる上で

有意な要因としては、もともと区分③を達成している事

例が少ないため、一定の傾向が得られたものは少なく、

精神障害群において「虐待者の不安・こまり感の軽減」

が挙がっただけである。
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表B　親の属性別に見た、区分②③の達成を促進する要因

区分②の達成 区分③の達成

精神障害 ・虐待者の不安・こまり感の軽減＊

人格障害
・家族再接触・宿泊体験

・定期的な面接・カウンセリング＊

知的障害

被虐待

・親の虐待認知の形成＊＊

・現在の親の虐待認知＊

・親子再接触・宿泊体験

・定期的な面接指導・カウンセリング＊＊

該当なし ・児童相談所以外の関係機関の参画

（・pく0．1、＊pく0．05、p＊＊く0．01、＊＊＊pく0．001、記入がない場合pく0．1〉

③家庭復帰の見通しによる検討

　家庭復帰の見通しによる検討を行なうために、家族再

統合の進捗段階にっいて図Cのように整理した。段階A

は「家族再統合方針の決定」を行なった時期とし、段階

Eから段階Gまで4段階に分類した。段階Eは家庭復帰

について「まだ具体的な取り組みには到っておらず、家

庭復帰をイメージできる状況にない」、あるいは「取り組

み過程にはあるが、現在あまり圏立った進展がみられな

い」段階と設定した。段階Fは、「まだ取り組み段階には

あるが、ほぼ順調に進行している戸間もなく家庭復帰の

決定を行なえる見通してある」段階とし、段階Gは「す

でに家庭復帰を決定し、最終調整の時期にある」段階と

した。

　加えて、段階EとFの境界を区分④とし、段階FとG

の境界を区分⑤と設定した。

撫獺介入

蹴麗からの分離

　　　　　　　　　　　寒族轟統禽欝餅の決驚　ド
《

魂》一一一一…一一一一響欝饗灘難撚「濤難一篇F響響瓢一一一一一一一一一一一一
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図C　家庭復帰の見通し
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　次に、親の属性が家庭復帰に対して影響を与える要因

について調べた。図Dは、親の属性別に見た区分④、⑤

の達成状況について調べたもので、区分①が左にあり、

段階E、F、Gと右に行くにつれて、家庭復帰に近づい

ている。それぞれの段階と、親の属性ごとに実数を記入

した。

　家庭復帰の見通しに影響を与える親の属性を調べるた

め、それぞれ各段階ごとにカイニ乗検定（Fisherの性格

有意確立検定110％水準で有意）を行ったところ、区分

⑤の達成について、知的障害群、被虐待群、該当なし群

で有意な差が見られた。すなわち、親の知的障害群、被

虐待群では区分⑤の達成が難しく、逆に該当なし群では

達成しやすいことが分かった。つまり、該当なし群では、

家庭復帰の見通しがもててから実際の家庭復帰を決定す

るまでの移行が容易であり、知的障害群、被虐待群では

困難となっている。知的障害群、被虐待群では、様々な

課題があるため、家庭復帰の見通しがもてても、実際に

これを決定する段階になると、新たな課題が次々と生じ

てくるからではないかとも考えられる。
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　　　　　　きき
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図D　親の属性と区分④⑤の達成（↓の箇所で有意な差）

　次に、親の属性別に、区分④、⑤の達成を促進する要

因をカイニ乗検定（Fisherの正確有意確立検定）によっ

て調べたところ、表Cのようになった。

　まず、区分④の達成を促進する要因、すなわち援助の

ための具体的な取組みに至っていない段階から取組みへ

の移行を促進する要因としては、精神障害群では「虐待

者の不安・こまり感の軽減」が挙げられた。このことは

精神障害者の場合は、不安や困難感に対する受容とこれ

らの軽減に向けた援助が特に重要であることを物語って

いるといえる。また、人格障害群では、ギ関係機関のサポ

ート体制の整理」とともに、「職権保護」が挙げられた。

特に、職権保護は援助する側の主体的判断のもとに行わ

れるものであり、時に保護者との苛烈な対立関係を引き

起こす原因にもなるが、これが援助を促進する要因にな

っていることをどう考えればよいのであろうか。津崎は、

虐待する保護者の中には、援助者が受容的、共感的な態

度を示せば示すほど徹底した攻撃性を現す者もおり、こ

のような保護者には、援助者が社会の壁となって一歩も

引かない毅然たる対応（ハードアプローチ）をとれば、

態度を翻し、冷静な話し合いが可能になる場合も少なく

ないと述べている（注3）。特に、人格障害をもっ親の場

合は、このような援助者による強い枠組みが効を奏する

のであろうか。今後、詳細な検討が必要と思われる。

　被虐待群では、「親の虐待認知」、援助計画作成への「虐

待者の参画」、「虐待者以外の家族の参画」が挙げられ、

該当なし群では、「虐待者の参画∬虐待者以外の家族の

参画」、「定期的なカウンセリング」が挙げられた。

　区分⑤の達成、すなわち家庭復帰の見通しがもてる段

階から実際に家庭復帰を決定する段階への移行を促進す

る要因を見てみると、精神障害群では区分④と同様、「虐

待者の不安・こまり感の軽減」が挙げられ、人格障害群

ではr関係機関のサポート体制の整備」が挙げられた。

該当なし群では、f児童本人の参画」「虐待者の参画戸虐

待者以外の家族の参画」「親族の理解・サポート体制の整

備」「地域の理解・サポート体制の整備」などの、子ども

や親といった当事者やインフォーマルな資源である親族

や地域と連携した枠組み作りについての項目が挙げられ

た。
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表C　親の特徴別に見た、区分④⑤の達成を促進する要素

区分④ 区分⑤

精神障害 ・虐待者の不安・こまり感の軽減＊ ・虐待者の不安・こまり感の軽減＊

・関係機関のサポート体制の整備＊＊＊ ・関係機関のサポート体制の整備
人格障害

・職権保護

知的障害

・現在の親の虐待認知＊

・虐待者の参画＊
被虐待

・虐待者以外の家族の参画＊

・定期的な面接指導・カウンセリング＊

・虐待者の参画＊ ・児童本人の参画＊

・虐待者以外の家族の参画 ・虐待者の参画＊

該当なし ・定期的な面接・カウンセリング＊ ・虐待者以外の家族の参画＊

・親族の理解・サポート体制の整備

・地域の理解・サポート体制の整備

（・pく0．1、＊pく0．05、p＊＊く0．01、＊＊＊pく0．001、記入がない場合pく0．1）

　効果的な援助に資すると思われる要因を保護者の属

性別に明らかにしたが、収集した事例の標本数が少ない

ため、有意水準についても甘く設定せざるを得なかった

項臼もあり、今回提示した要因を直ちに一般化すること

はできない。この意味ではこれらの要因はあくまで仮説

的であり、今後検証される必要があることを断っておき

たい。

　なお、各検定結果の詳細は表28～表53を参照された

い。

3．まとめ

①家族再統合援助の方針を決定した時期は、施設入所措

　置・里親委託前と施設入所措置・里親委託後がそれぞ

　れ約50％となっており、二分されていること。後者で

　は、施設入所措置・里親委託を行う時点では、未だ保

　護者の虐待認知が形成されていなかったり、援助を受

　ける動機づけが形成されていないなどの理由が考え

　られたこと。

②虐待告知の時期では、9割近いケースにおいて施設入

　所措置・里親委託前に虐待告知が行われていること。

　また、すべてのケースにおいて、家族再統合方針に先

　立って虐待告知が行われていたこと。これらのことは、

　介入する根拠を児童相談所が明示した上で、援助の枠

　組みづくりにつなげる姿勢が相当徹底されているこ

　とを物語っていると考えられたこと。

③家族再統合の方針決定時における保護者の虐待認知

　状況では、「行為は認めるが、それが虐待であること

　を認めていなかった」が最多で43％、次いで「行為も

　虐待も認めていた」30％、「行為も虐待も認めていな

　かった」18％などとなっていること。しかし、調査時

　点での保護者の虐待認知状況では、「行為も虐待も認

　めている」が35％に増え、「行為は認めるが、それが

　虐待であることを認めていない」が24％に、r行為も

　虐待も認めていない」が13％に減少しており、家族再

　統合方針決定時より認知が進んでいると考えられた

　こと。

④家族再統合を図るには、生活課題解決のためのソーシ

　ャルワーク、家族再接触プログラム、個別又はグルー

　プによるカウンセリング、治療的教育など、多面的な

　援助が必要と考えられるが、実際は「定期的な面接指

　導・カウンセリング」に集中しており、他の援助の実

　施状況は低調であること。

⑤　r定期的な面接指導・カウンセリング」では、「月1

　回」が68％、「2週に1回」が14％、「週1回」が5％

　と、9割以上のケースで月1回以上の援助が行われて

　いること。

⑥援助実施の予定が立てられない、実施の予定がないケ

　ースは、「親の意識・意欲が乏しいため」が群を抜い

　て多く92％、次いで「実施場所・時間・方法などの点

　で親との合意に達しないため」が31％となっているこ

　と。また、r親の経済的理由から実施が困難である」

　が23％あり、保護者の経済的負担の解消が今後の課題

　となると考えられること。

⑦家庭復帰の見通しでは、r家庭復帰を決定し、最終調

　整の時期にある」「間もなく家庭復帰の決定を行える

　見通し」「まだ取組み過程にあるが、ほぼ順調に進行」

　を合わせて54％、r取組み過程にあるが、現在あまり

　目立った進展が見られない」「まだ具体的な取組みに

　は至っておらず、家庭復帰をイメージできる状況には

　ない」を合わせて42％となっており、順調な経過を辿

　っているケースが半数を超えていること。

⑧家庭復帰までに取組んでおくべき課題は多様である

　が、全体的に多かったのは「関係機関のサポート体制

　の整備戸家族の理解・サポート体制の整備j　r地域の
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　理解・サポート体制の整備」であり、それぞれ54％、

　42％、42％となっており、保護者自身や子どもへの援

　助もさることながら、保護者以外のサポート体制の整

　備も不可欠な課題としてとらえられていることを意

　味していると考えられたこと。

⑨今回の調査で把握した家族再統合援助ケースの虐待

　種別内訳と、児童相談所が取り扱った虐待相談の虐待

　種別内訳（社会福祉行政業務報告）を比較すると、家

　族再統合援助ケースでは、身体的虐待の比率が高く、

　ネグレクトの比率が低くなっていること。このことは、

　ネグレクトケースにおける援助の困難性を意味して

　いると考えられたこと。

⑩子どもに関する情報（複数回答）では、「情緒的間題」

　29％、f行動上の間題」28％、f発達障害H1％、f知

　的障害」8％、「身体障害」3％、「慢性疾患」3％、「自

　閉性障害」2％、「該当なし」35％となっていること。

⑪虐待者の属性では、「人格障害」21％、「精神障害」17％、

　「被虐待歴」18％、「知的障害」81％であり、これら

　のいずれにも該当しない者（非該当者）が43％であっ

　たこと。

⑫親の属性と子どもの属性との関係をカイニ乗検定で

　調べたところ、親が人格障害でない場合、子どもの特

　徴として情緒的問題が少なく、親に被虐待歴がある場

　合、子どもの行動上の問題の割合が高いこと、親が非

　該当者の場合、子どもの清緒的間題、行動上の問題の

　割合が有意に低く、子どももまた「該当なし」の割合

　が高くなっていること。

⑬親の属性が精神障害、人格障害の場合、援助の実行か

　ら援助の終了に移行することが有意に困難であり、非

　該当者では「実施予定」から「実施」への移行が容易

　であること。このことは、精神障害群および人格障害

　群では、親子の関係が改善されるなどにより援助その

　ものは終了しても、経済的問題や地域との関係など解

　決すべき社会的要因が残っていること、該当なし群の

　場合、他の群に比べ、援助を受けることの協力を取り

　付け易いことを物語っていると考えられたこと。

⑭　「実施予定」から「実施」に移行する上で統計的に有

　意な要因として、人格障害群ではr家族再接触・宿泊

　体験」、ギ定期的な面接・カウンセリング」が、被虐待

　群ではヂ親の虐待認知の形成」「親子再接触・宿泊体

　験」「定期的な面接指導・カウンセリング」が、該当

　なし群では「児童相談所以外の関係機関の参画」が挙

　げられたこと。

⑮実施段階から実施の終了を迎える上で統計的に有意

　な要因として、精神障害群において「虐待者の不安・

　こまり感の軽減」が挙げられたこと。

⑯経過が順調に推移している段階から「すでに家庭復帰

　を決定し、最終調子の時期にある」段階への移行では、

　知的障害、被虐待歴のある親では達成が困難であり、

　逆に非該当者では達成し易いこと。

⑰「具体的な取組みには至っておらず、家庭復帰をイメ

　ージできる状況にはない」段階から援助が順調に運ぶ

　段階に移行する上で、統計的に有意な要因として、精

　神障害群では「虐待者の不安・こまり感の軽減」が挙

　げられ、人格障害群ではr関係機関のサポート体制の

　整理」とともに「職権保護」が挙げられ、ハー一ドアプ

　ローチの有効性が示唆されたこと。被虐待群では、r親

　の虐待認知の形成」、援助計画作成への「虐待者の参

　画」、r虐待者以外の家族の参画」が挙げられ、該当な

　し群では、「虐待者の参画」「虐待者以外の家族の参画」、

　「定期的なカウンセリング」が挙げられたこと。

⑱経過が順調に推移している段階から「すでに家庭復帰

　を決定し、最終調子の時期にある」段階に移行する上

　で、統計的に有意な要因として、精神障害群では「虐

　待者の不安・こまり感の軽減」が挙げられ、人格障害

　群では「関係機関のサポート体制の整備」が挙げられ

　たこと。該当なし群では、「児童本人の参画」「虐待者

　の参画戸虐待者以外の家族の参画」「親族の理解・サ

　ポート体制の整備」「地域の理解・サポート体制の整

　備」などの、子どもや親といった当事者やインフォー

　マルな資源である親族や地域と連携した枠組み作り

　についての項臼が挙げられたこと。

⑲効果的な援助に資すると思われる要因を保護者の属

　性別に明らかにしたが、収集した事例の標本数が少な

　く、今回提示した援助要因を直ちに一般化することは

　できないこと。この意味では、これらの要因はあくま

　で仮説的であり、今後検証される必要があること。

おわりに

　家族再統合に向けた援助が重要な課題となっているが、

援助の手法どころか、家族再統合の概念すら十分なコン

センサスが得られていないのが実情である。本チーム研

究は平成17年度、家族再統合の概念や援助フローなどに

ついて整理を試みるとともに、児童相談所における援助

実態を把握したが、平成18年度は、家族再統合援助計画

を策定した事例で、「実際に援助を実施できている、ある

いはすでに実施済み事例」、「実施不可能である事例、あ

るいは中断を余儀なくされた事例」をそれぞれ2件まで

任意選択で求めたが、これらの事例に対する援助実態を

分析するとともに、これらの事例について、保護者の属

性と子どもの属性との関連を分析した。さらに、家族再

統合援助に寄与しえる要因を保護者の属性別に統計的な

分析を行った。その結果、属性によっては保護者と子ど

もとの間で有意な関連が認められること、保護者の属性

によって家族再統合援助に寄与しえる要因が異なること

などが明らかになった。ただし、収集した事例の標本数

が少ないため、これらの結果を直ちに一般化することは

できない。この意味において、これらの結果はあくまで

仮説的であり、今後検証を行っていく必要がある。

翌91



β本子ども家庭総合研究所紀要　第43集

　家族再統合に向けた援助のあり方にっいて試行錯誤が

重ねられている現状にあって、本調査結果がいささかで

も家族再統合援助に資することができれば幸甚である。

　最後になったが、本調査研究の実施に際して貴重なご

意見を頂戴した研究協力者の方々および多忙な中、調査

にご協力いただいた全国の児童相談所の方々には心から

お礼を申し上げる次第である。

注

1：西澤哲「分離における子どもへの支援・治療、保護者、家

　　族への支援・治療j児童虐待防止対策支援・治療研究会編

　　『子ども・家族への支援・治療をするために』日本児童福

　　祉協会、2004、P45

2：才村純他「児童相談所における児童の安全確認・安全確保

　　の実態把握及び児童福祉法第28条に係る新たな制度運用

　　の実態把握に関する調査研究」『平成17年度児童関連サー

　　ビス調査研究等事業報告書』、こども未来財団、2006

3：津崎哲郎「新たな理念としての父性的ソーシャルワーク論」

　　ガ少年育成』第48巻第3号、大阪少年補導協会、2003
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表1．家族再　合（家庭復彊をめざす 合に限定）の方針を

初期介
入時

一時保
護中

施設措
置・里
親委託

その他 不明 含計

回答噺 10 23 31 2 2 136

割合 74％ 16．9％ 22．8％ 1．5％ 1．5％ 葉00．0％

表2．保舌者への虐待告知を行った段階
初期介
入時

一時保
護中

施設措
置・里
親委託

その他 不明 合計

回答 84 34 3 3 4 136

割合 61．8％ 25．0％ 2．2％ 2．2％ 2．9％ 著00．0％

表3． 家族再、 合の方針決定時の親の虐待認知の形成度合
行為が 行為が 虐待の 行為が その他 合計

あった あった 結果子 あった

ことは ことを どもに ことも

認めて 認め、 どのよ 虐待に

いた それが うな影 あたる

が、そ 虐待で 響を及 ことも

れが虐 あるこ ぼした まだ認
待であ とも認 かを理 めてい
ること めてい 解して なかっ

は認め た いた た

ていな
、　　　一

回答数 58 41 5 25 5 136

割合 42．6％ 30．1％ 3．7％ 18．4％ 3．7％ 100．0％

行為が 行為が 虐待の 行為が その他 不明 合計

あった あった 結果子 あった

ことは ことを どもに ことも

認めて 認め、 どのよ 虐待に

いた それが うな影 あたる

が、そ 虐待で 響を及 ことも

れが虐 あるこ ぼした まだ認

待であ とも認 かを理 めてい
ること めてい 解して なかっ

は認め た いた た

ていな
、　　　一

回答数 33 47 16 18 8 1 136

割合 243％ 34．6％ 118％ 13．2％ 5．9％ 0．7％ 100．0％

表4．現在の親の虐待認知の形成度合

表5． 家族再，合 怖助計画の策定に参画した人または機関 （MA）

児童本
人

虐待者 虐待者
以外の
商

児童福
祉施設
　自

関係機
関職員

その他 有効回
答数

回答数 15 64 34 90 47 10 136

割合 110％ 47．1％ 250％ 66．2％ 34．6％ 7．4％ 100．0％

表6． 家族再 合援助計画に基づく保薫 者援助の実施状況
すでに 実施中 中断中 実施予 不明 合計

実施済 定が立

み てられ
ない・

実施予
オ、

回答 10 94 葉2 13 2 136

割合 7．4％ 69．1％ 88％ 9．6％ 1．5％ 100．0％
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表7． ケースに 施した （実施中 ・実施 定の） 保量者 助の内容 （閉A）

M　C　G C　S　P 醗y 髄obody 家族再 親子宿 生活課 定期的 その他 有効回
（託ンセ Tree ，

S 接触プ 泊体験 題解決 な面接 答数
ンスペアレ Perfec ログラ のため 指導・
ンティン t ム のソー カウン
ゲ） シャル セリン

一
回答 0 6 0 0 46 20 31 100 18 136

割合 0．0 4．4％ 0．0％ 0．0％ 33．8％ 14．7％ 22．8％ 73．5％ 13．2％ 100．0％

月1回

表9． 7の 助内容を （あるいは組み合わせ ）し

援助内 児童相 外部に 児童相 その他 有効回
容が保 談所内 この援 談所と 答数
護者や にこの 助内容 して、

親子が 援助内 を実施 再統合
抱える 容を実 委託で を目指

課題解 施でき きる すケー
決に適 る職員 人・機 スには
してい がいる 関があ この援

るから から るから 助の受
講を条
件とし

ている
、、

回答 92 32 16 23 7 選36

割合 67．6％ 23．5％ 11．8％ 董6．9％ 5．董％ 100．0％

）した理由（醐）

表10． 6で「 施予定が立てら ない・ 実施予 なし と回答した理由
親の意 親の経 親の入 具体的 児童相 協働す 児童福 その他 有効回
識・意 済的理 院・拘 な援助 談所の る他機 祉施設 答数
欲が乏 由から 留等に 技法実 人員不 関との が実施
しいた 実施が より実 施にあ 足のた 調整が すべき
め 困難で 施が困 たっ め 困難な である

あるた 難であ て、技 ため が、条
め るため 術面で 件が整

未整備 わない
一 一

回答噛 12 3 0 0 0 1 0 5 13

割合 92．3％ 23。肇％ 0．0％ 0．0 0．0 7．7 00％ 38．5％ 1000

表11． ケースの 庭復纒の 直し

すでに 間もな まだ取 まだ具 不明 合計
家庭復 く家庭 り組み 体的な
帰を決 復帰の 過程に 取り組
定し、 決定を ある みには
最終調 行える が、ほ 至って
整の時 見通し ぽ順調 おら

期にあ である に進行 ず、家
る してい 庭復帰

る をイ

メージ

できる

状況に
、　、

回答● 23 15 35 25 6 136

割合 16．9％ 11．0％ 25．7％ 18．4％ 4．4％ 100．0％
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虐待者 虐待者 虐待者 児童自 家族の 親族の 地域の
の虐待 の不 への治 らの危 理解・ 理解・ 理解・

認知の 安・こ 療的援 険回避 サポー サポー サポー

形成 まり感

　　も

助 能力の
　4

ト体制 ト体制 ト体制

回答 48 40 37 32 57 39 57

割合 35．3％ 29．4％ 27．2％ 23．5％ 41．9％ 28．7％ 41．9％

関係機 児童相 親側の その他 有効回

関のサ 談所が 引き取 答数
ポート 用意し り意欲

体制の た所定

整備 のプロ

グラム
を終了

するこ

回答数 73 38 25 5 馨36

割合 537％ 27．9％ 書8．4％ 3．7％ 馨00．0％

0 1 2 4 5 6 7 8 9
回答 22 5 11 7 13 9 12 6 11

割合 16．2％ 3．7％ 8．1％ 5．1％ 9．6％ 6．6％ 8．8％ 4．4％ 8．1％

10 11 12 14 嘩5 16 17 18 19 、日 ム曇

5 7 3 3 2 0 0 0 0 34 136

37％ 5．1％ 2．2％ 22％ 1．5％ 0．0％ 0．0％ 0．0％ 0．0％ 25．0％ 100．0％

ケースの属性
表13．初期介入時の年齢

O 1 2 4 5 6 7 8 9
回答数 6 11 6 6 12 11 8 7 7
割合 4．4％ 8．1％ 4．4％ 4．4％ 8．8％ 8．1％ 5．9％ 5．1％ 5．1％

10 遷1 12 14 15 16 17 18 19 、日 ム曇

屡2 10 12 2 5 2 璽 1 0 56 136

8．8％ 7．4％ 8．8％ 1．5％ 3．7％ 1．5％ 0．7％ 0．7％ 0．0％ 41．2％ 100．0％

表14．現在の年齢

表15．性別

実父 実母 養父・
σ　　イ、

祖父 祖母 その他 不明 合計

回答数 40 73 10 0 1 3 4 136

割合 29．4％ 53．7％ 7．4％ 00％ 0．7％ 2．2％ 2．9％ 100．0％

表16．主たる虐待者

表17．虐待の
　　　　身体的

　（主たるものひとつ）

心理的性的虐不明 合計

重度
（生命

への危
険あ
り）

中度
（心身

への何
らかの

加療を

軽度

（a・
b以
外）

合計

回答阜 23 69 36 136

割合 16．9％ 50．7％ 26．5％ 100．0％

表侶．虐待の程度

…95
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表19．児童に関する惰報（閉A）

　　　　発達障自閉性知的障慢性疾惰緒的行動上該当な有効回
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のo　　　　　　嫁
回答数　　　15　　　　　　11　　　4　　40　　38　　47　　悪36
割合　　茎1、0％　1．5％　8．董％　2。9％29．4％27．9％34．6％100．0％

表20．虐待者に関する情報（閉A）

　　　　精神障人格障知的障該当な有効回
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嫁『
回答数　　　23　　29　　　　　　59　　136
割合　　　16．9％　21、3％　4．4％　43．4％100．0％

表2肇．立入調査

り し ・日

回答 11 “3 12

割合 8．1％ 83．1％ 88

表23．

回答
割合

職権保曇

　　り

　　　68
　50。0％

し

　61
44、9％

児童福祉法第28条措置の有無
　　り　　　し　　蘭
　　　34　　　88　　　14
　25．0％　64。7％　10．3％
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〔クロス集計表〕

表24．　r家族再統合（家庭復帰をめざす場合に限定）の方針をたてた時期」と「保護者への虐待告知』のクロス表F両＊

保護者への虐待告知

合計

初期介入

　時
一時保護

　中

　施設措

置・里親委

　託時

　施設入

所・里親委

　託後
家族再統合（家庭

復帰をめざす場

合に限定）の方針

をたてた時期

初期介入時 度数 10 0 0 0 10

総和の％ 100．0％ ．0％ ．0％ ．0％ 100．0％

一時保護中 度数 12 12 0 0 24

総和の％ 50．0％ 50．0％ ．0％ ．0％ 100．0％

施設措置・里親委

託時

度数 22 7 1 0 30

総和の％ 73．3％ 23．3％ 3．3％ 。0％ 葦00．0％

施設入所・里親委

託後

度数 39 16 2 8 65

総和の％ 60．0％ 24．6％ 3．1％ 12．3％ 葉00。0％

合計 度数 83 35 3 8 129

総和の％ 64．3％ 27．1％ 2．3％ 6．2％ 璽00．0％

表25．r子どもの情緒的問題』と『親の人格障割のクロス表

　　　F両＊・F片＊

親の人格障害

合計

実施状況：区分③』のクロス集計表F片＊・F両＊

親人無 親人有 保護者援助の

実施状況：区分

　　　③

合計

子ども

の情緒

的問題

児惰

無

度数 70 15 85

総和

の％
57．4％ 12．3％ 69．7％

未達

成 達成児惰

有

度数 23 14 37

総和

の％
18．9％ 11．5％ 30．3％

虐待者の不

安・こまり

感の軽減

非
該
当

度数 15 1 16

総和の％ 93．8％ 6．3％ 100．0％

合計 度数 93 29 122

総和

の％
76．2％ 23．8％ 100．0％

該
当

度数 3 3 6
総和の％ 50．0％ 50．0％ 100．0％

表26．r子どもの行動上の問題」とr親の被虐待馳のクロス表

合計 度数 18 4 22

総和の％ 81．8％ 18．2％ 100．0％表26．r子どもの行動上の問題」とr親の被虐待馳のクロス表

　　　F片＊

精神障害群

表28．「虐待者の不安・こまり感の軽減』と『保護者援助の

　　実施状況：区分③』のクロス集計表F片＊・F両＊

親の被虐待歴

合計

表29．「虐待者の虐待認知の形成」と「家庭復帰の見通し：

　　区分④」のクロス表F両＊＊・F片＊＊親虐無 親虐有

子どもの

行動上の

問題

児行

無

度数 73 12 85 家庭復帰の見通

　し：区分④

合計
総和

の％
59．8％ 9．8％ 69．7％

未達成 達成

児行

有

度数 26 11 37 虐待者の

虐待認知

の形成

非該

当

度数 1 12 13

総和

の％
21．3％ 9．0％ 30．3％

総和の％ 7．7％ 92．3％ 100．0％

該当 度数 7 3 10

合計 度数 99 23 122 総和の％ 70．0％ 30．0％ 100．0％

総和

の％
81．1％ 18．9％ 100．0％

合計 度数 8 15 23

総和の％ 34．8％ 65．2％ 100．0％

表29．「虐待者の虐待認知の形成」と「家庭復帰の見通し：

　　区分④」のクロス表F両＊＊・F片＊＊

表27．「子どもの行動上の問題」と「親の該当なし』のクロス表

　　　F両＊・F片＊

親の該当なし

合計親他無 親他有

子どもの

行動上の

問題

児行

無

度数 40 45 85

総和

の％
32．8％ 36．9％ 69．7％

児行

有

度数 25 12 37

総和

の％
20．5％ 9．8％ 30．3％

合計 度数 65 57 122

総和

の％
53．3％ 46．7％ 100．0％
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表30．「虐待者の不安・こまり感の軽減』と「家庭復帰の

　見通し：区分④』のクロス表F片＊

表34．「虐待者の虐待認知の形成』とr保護者援助の実施

　状況：区分②』のクロス表F両＊＊・F片＊＊

家庭復帰の見

通し＝区分④

合計

保護者援助の実

施状況：区分②

合計未達

成 達成
未達成 達成

虐待者の

虐待認知

の形成

非該

当

度数 1 23 24
虐待者の不

安・こまり

感の軽減

非
該
当

度数 8 9 17
総和の％ 4．2％ 95．8％ 100．0％

総和の％ 47．1％ 52．9％ 100．0％ 該当 度数 3 2 5

該
当

度数 0 6 6
総和の％ 60．0％ 40．0％ 100．0％

合計 度数 4 25 29
総和の％ ．0％ 董00．0％ 100．0％

合計 度数 8 董5 23 総和の％ 13．8％ 86．2％ 100．0％

表35　「関係機関のサポート体制の整備」と「家庭復帰の
総和の％ 34．8％ 65．2％ 100．0％

表31．「児童自らの危険回避能力の獲得」と「家庭復帰の

　見通し：区分④』のクロス表F両＊・F片＊

表35．　「関係機関のサポート体制の整備」と「家庭復帰の

　見通し＝区分④』のクロス表F両＊＊＊・F片＊＊＊
表31．「児童自bの危険回避能力の獲得」と「家庭復帰の

　　　見通し：区分④』のクロス表F両＊・F片＊
家庭復帰の見

通し：区分④

合計

家庭復帰の見

通し＝区分④

合計

未達

成 達成
未達

成 達成
関係機関の

サポート体

制の整備

非
該
当

度数 11 2 13

児童自らの

危険回避能

力の獲得

非
該
当

度数 4 屡4 冨8
総和の％ 84．6％ 15．4％ 璽00．0％

総和の％ 22．2％ 77．8％ 100．0％ 該
当

度数 3 13 16

該
当

度数 4 1 5
総和の％ 18．8％ 81．3％ 100．0％

合計 度数 14 15 29
総和の％ 80．0％ 20．0％ 100．0％

合計 度数 8 15 23
総和の％ 48．3％ 5屡．7％ 300．0％

被虐待群
総和の％ 34．8％ 65．2％ 100．0％

表32．　r虐待者の不安・こまり感の軽減」と「家庭復帰の

　見通し：区分⑤』のク臼ス表F両＊・F片＊
家庭復帰の見

通し＝区分⑤

合計

保護者援助

の実施状

況：区分② 合計未達

成 達成
未達

成 達成

未達

成虐待者の不

安・こまり

感の軽減

非
該
当

度数 葦6 簾 17

総和の％ 94．1％ 5．9％ 100．0％ 家族再統

合（家庭復

帰）方針決

定時の親

の虐待認

知の形成

行為があっ

たことも、虐

待にあたる

こともまだ

認めてはい

なかった

度数 4 3 7

該
当

度数 3 3 6
総和

の％
57．1％ 42．9％ 100．0％総和の％ 50．0％ 50．0％ 100．0％

合計 度数 19 4 23

総和の％ 82．6％ 17．4％ 100．0％

行為があっ

たことは認

めていたが、

それが虐待

であること

は認めてい

なかった

度数 0 肇0 10

人格障害群

表33．「定期的な面接指導・カウンセリング」と「保護者

　　援助の実施状況：区分②』のク目ス表F両＊・F片＊

総和

の％

。0％ 100．0％ 100．0％

保護者援助の

実施状況：爆

　　分②

合計

未達

成 達成

行為があっ

たことを認

め、それが虐

待であるこ

とも認めて

いた

度数 2 5 7
総和

の％
28．6％ 7薩．4％ 100．0％

定期的な面

接指導・カ

ウンセリン

グ

非
該
当

度数 3 4 7
総和の％ 42．9％ 57．1％ 100．0％

該
当

度数 簾 2唯 22

総和の％ 4．5％ 95．5％ 100．0％
合計 度数 6 18 24

合計 度数 4 25 29 総和

の％
25．0％ 75．0％ 100．0％

総和の％ 13．8％ 86．2％ 100．0％

人格障害群

表33．　「定期的な面接指導・カウンセリング」と「保護者

　援助の実施状況：区分②』のク目ス表F両＊・F片＊

被虐待群

表36．r家族再統合（家庭復帰）方針決定時の親の虐待認

　知の形成』と「保護者援助の実施状況＝区分②」の

　クロス表F両＊＊
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表37．r現在の親の虐待認知」とr保護者援助の実施状況：

　区分②」のクロス表F両＊
保護者援助の

実施状況：区

　分②

合計

表F両＊・F片＊

家庭復帰の見通
し＝区分④

合計
未達

成 達成
未達成 達成

現
在
の
親
の
虐
待
認
知

行為があったこ

とも、虐待にあた

ることもまだ認め

てはいなかった

度数 4 2 6
虐待

者

非参

加

度数 8 4 12

総和の％
66．7％ 33．3％ 100．0％

総和の％ 66．7％ 33．3％ 100．0％

参加 度数 2 8 10

総和の％ 20．0％ 80．0％ 100．0％

行為があったこ

とは認めていた

が、それが虐待

であることは認

めていなかった

度数 0 3 3 合計 度数 10 12 22

総和の％

．0％ 100．0％ 100．0％

総和の％ 45．5％ 54．5％ 100．0％

表41．『家族再統合援助計画の策定における虐待者以外の

　家族の参画」とr家庭復帰の見通し＝区分④』のク

　ロス表F両＊・F片＊行為があったこ

とを認め、それ

が虐待であるこ

とも認めていた

度数 2 13 15

総和の％
13．3％ 86．7％ 100．0％

家庭復帰の見通
し＝区分④

合計未達成 達成
合計 度数 6 18 24

虐待者以

外の家族

非参

加

度数 10 7 重7

総和の％ 25．0％ 75．0％ 100．0％
総和の％ 58．8％ 41．2％ 100．0％

表38．「定期的な面接指導・カウンセリング』と「保護者援助の

　実施状況：区分②』のクロス表F両＊＊・F片＊＊

参加 度数 0 5 5
総和の％ ．0％ 100．0％ 100．O％

保護者援助の

実施状況：区

　分②

合計

合計 度数 10 12 22

総和の％ 45．5％ 54．5％ 100．0％

表42．　r定期的な面接指導・カウンセリング』とr家庭復

　帰の見通し：区分④」のクロス表F両＊・F片＊
未達

成 達成

定期的な面

接指導・カ

ウンセリン

グ

非
該
当

度数 4 1 5 家庭復帰の見

通し：区分④

合計
総和の％ 80．0％ 20．0％ 100．0％ 未達成 達成

該
当

度数 2 遷7 19 定期的な面

接指導・カ

ウンセリン

グ

非
該
当

度数 4 0　　　4

総和の％ 10．5％ 89．5％ 100．0％ 総和の％ 100．0％ ．0％ 100．0％

合計 度数 6 葦8 24

該
当

度数 6 12 18
総和の％ 25．0％ 75．0％ 100．0％

表39．r現在の親の虐待認知」とr家庭復帰の見通し：区

　分④』のクロス表F両＊

総和の％ 33．3％ 66．7％ 100．0％

合計 度数 10 12 22

総和の％ 45．5％ 54．5％ 100．0％

家庭復帰の見

通し：区分④

合計

表43．r虐待防止法第28条措置」と「家庭復帰の見通し：

　区分④』のクロス表F両＊・F片＊未達

成 達成 家庭復帰の見通

し：区分④

合計現
在
の
親
の
虐
待
認
知
－
略

行為があったこ

とも、虐待にあた

ることもまだ認め

てはいなかった

度数 5 1 6
総和の％

83．3％ 16．7％ 100．0％

未達成 達成

虐待防止

法第28条

措置

有 度数 7 2 9
総和の％ 77．8％ 22．2％ 100．0％

行為があったこ

とは認めていた

が、それが虐待

であることは認

めていなかった

度数 2 璽 3 無 度数 3 10 13

総和の％

66．7％ 33．3％ 100．0％

総和の％ 23．1％ 76．9％ 100．0％

合計 度数 10 12 22

総和の％ 45．5％ 54．5％ 100．0％

行為があったこ

とを認め、それ

が虐待であるこ

とも認めていた

度数 3 10 匪3

総和の％
23．1％ 76．9％ 100．0％

合計 度数 10 12 22

総和の％ 45．5％ 54．5％ 100．0％

表38．「定期的な面接指導・カウンセリング』と「保護者援助の

　実施状況：区分②』のクロス表F両＊＊・F片＊＊

表39．r現在の親の虐待認知」とr家庭復帰の見通し：区

　分④』のクロス表F両＊

表40．　「家族再統合援助計画の策定における虐待者の参

　画凄とr家庭復帰の見通し：区分④』のクロス集計

　表F両＊・F片＊

表41．『家族再統合援助計画の策定における虐待者以外の

　家族の参画」とr家庭復帰の見通し＝区分④』のク

　ロス表F両＊・F片＊

表42．　r定期的な面接指導・カウンセリング』とr家庭復

　帰の見通し：区分④」のクロス表F両＊・F片＊

表43．r虐待防止法第28条措置」と「家庭復帰の見通し：

　区分④』のクロス表F両＊・F片＊
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該当なし群

表44．r虐待者の虐待認知の形成』とr保護者援助の実施
　　　状況＝区分②』のク日ス表F両＊＊＊・F片＊＊＊

表48．「定期的な面接指導・カウンセリング』と「家庭復

　　帰の見通し：区分④』のクロス表F両＊・F片＊
状況＝区分②』のク日ス表F両＊＊＊・F片＊＊＊ 家庭復帰の見

通し＝区分④

合計

保護者援助の実
施状況：区分②

合計

未達

成 達成未達成 達成

虐待者の

虐待認知

の形成

非該

当

度数 3 28 31 定期的な面

接指導・カ

ウンセリン

グ

非
該
当

度数 葦0 5 15

総和の％ 9．7％ 90．3％ 100．0％ 総和の％ 66．7％ 33．3％ 100．0％
該当 度数 14 13 27

総和の％ 5黍、9％ 48．1％ 茎00．0％ 該
当

度数 15 29 44

合計 度数 肇7 41 58 総和の％ 34．1％ 65．9％ 100．0％

総和の％ 29．3％ 70．7％ 100．0％ 合計 度数 25 34 59

総和の％ 42．4％ 57．6％ 100．0％

表45。r親側の引き取り意欲』とr保護者援助の実施状況＝
　　区分②j　F両＊＊＊・F片＊＊＊

保護者援助の実

施状況：区分②

合計

区分④』のク臼ス表F両＊＊・F片＊＊

家庭復帰の見通

　し＝区分④

合計
未達成 達成

親側の引

き取り意

欲

非該

当

度数 7 35 42 未達成 達成

総和の％ 16．7％ 83．3％ 董00．0％ 虐待者の

虐待認知

の形成

非該

当

度数 8 24 32

該当 度数 葦0 6 16 総和の％ 25．0％ 75．0％ 100．0％

総和の％ 62．5％ 37．5％ 100．0％ 該当 度数 17 璽0 27

合計 度数 ” 41 58 総和の％ 63．0％ 37．0％ 100．0％

総和の％ 29．3％ 70．7％ 100．0％ 合計 度数 25 34 59

総和の％ 42．4％ 57．6％ 書00、0％

表46、　r家族再統合援助計画の策定における虐待者の参

　　画」と「家庭復帰の見通し：区分④』のクロス表

　　F両＊・F片＊

表49．「虐待者の虐待認知の形成」と「家庭復帰の見通し：

　　区分④』のク臼ス表F両＊＊・F片＊＊

家庭復帰の見通

　し＝区分④

合計

F両＊・F片＊

家庭復帰の見通

　し＝区分⑤

舎計

未達成 達成

虐待

者

非参

加

度数 屡9 16 35 未達成 達成

総和の％ 54．3％ 45．7％ 100．0％ 児童

本人

非参

加

度数 43 12 55

参加 度数 6 18 24 総和の％ 78．2％ 21．8％ 100．0％

総和の％ 25．0％ 75．0％ 100．0％ 参加 度数 1 3 4
合計 度数 25 34 59 総和の％ 25．0％ 75．0％ 100．0％

総和の％ 42．4％ 57．6％ 肇00、0％ 合計 度数 44 15 59

総和の％ 74．6％ 25．4％ 100．0％

表47．「家族再統合援助計画の策定における児童相談所以

　　外の関係機関の参画」と『家庭復帰の見通し：区分
　　④』のクロス表F両＊＊・F片＊＊

表50．『家族再統合援助計画の策定における児童本人の参

　　画』と「家庭復帰の見通し：区分⑤』のクqス表

　　F両＊・F片＊

家庭復帰の見

通し：区分④

合計

F両＊・F片＊

家庭復帰の見通

　し：区分⑤

合計

未達

成 達成 未達成 達成

児童相談所

以外の関係

機関

非
参
加

度数 9 2 11 虐待

者

非参

加

度数 30 5 35

総和の％ 81．8％ 18．2％ 100．0％
総和の％ 85．7％ 14．3％ 100．0％

参加 度数 14 10 24

参
加

度数 16 32 48
総和の％ 58．3％ 41．7％ 100．0％

総和の％ 33．3％ 66．7％ 100．0％
合計 度数 44 15 59

合計 度数 25 34 59
総和の％ 74．6％ 25．4％ 100．0％

総和の％ 42．4％ 57．6％ 100．0％

表51．　「家族再統合援助計画の策定における虐待者の参

　　画」と「家庭復帰の見通し＝区分⑤』のクロス表

　　F両＊・F片＊
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表52．「家族再統合援助計画の策定における虐待者以外の

　　家族の参画』と「家庭復帰の見通し＝区分⑤」のク

　　ロス表F両＊・F片＊

家庭復帰の見通

　し：区分⑤

合計未達成 達成

虐待者以

外の家族

非参

加

度数 37 8 45

総和の％ 82．2％ 17．8％ 100．0％

参加 度数 7 7 14

総和の％ 50．0％ 50．0％ 100．0％

合計 度数 44 屡5 59

総和の％ 74．6％ 25．4％ 100．O％

表53．r虐待者の不安・こまり感の軽減』と「家庭復帰の

　　見通し：区分⑤」のクロス表F片＊

家庭復帰の見

通し：区分⑤

合計

未達

成 達成

虐待者の不

安・こまり

感の軽減

非
該
当

度数 30 14 44

総和の％ 68．2％ 31．8％ 100．0％

該
当

度数 14 1 15

総和の％ 93．3％ 6．7％ 100．0％

合計 度数 44 15 59

総和の％ 74．6％ 25．4％ 100．0％
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